
（参考）新制度と現行制度との比較
認可 位置づけ・役割 主な財政措置 選考・保育料等の取扱い

新
制
度

「施設型給
付」を受ける
幼稚園

都道府県 ・学校教育を提供す
る機関
・市町村計画で把握
された教育ニーズに
対応

・「標準時間」に対応
した施設型給付

・応諾義務
※定員を超えた場合は選考
・利用料負担は無償化
※一定の要件の元、上乗せ
徴収可

現
行

「施設型給
付」を受けな
い幼稚園

都道府県 ・学校教育を提供す
る機関

・私学助成 ・選考は特に制約なし
・利用者負担は設置者が設
定

議題１
別紙


